
定期預金満期日・中間利払日のご案内

いつもお引き立ていただきましてありがとうございます。

かねてお預けいただいております定期預金の満期日（または中間利払日）がまいりますので、ご案内申しあげます。

今後とも引き続き 静岡銀行 をご利用いただきますようお願い申しあげます。
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＊この預金は預金保険の対象となります。

＊この預金は原則として満期日前に解約することはできません。ただし、当行がやむ
をえないものと認めて満期日前に解約する場合は、預入時（継続時）の約定利率で
はなく、預金規定に記載した「満期日前解約利率」を適用します。
（なお、預金規定をご入用の場合は窓口へお申し出ください。）

＊この預金が期日指定定期預金で満期日を指定する場合は、預入日の１年後の応当日
以後の日を、その１ヶ月前までに当店に通知してください。

＊所得税法第１０条ならびに関係政省令で定められた資格を失っている場合には、自
動継続後の預金、又は中間払利息により新たに作成する定期預金について、非課税
の適用をうけることはできませんので直ちにその旨を当店に届け出てください。

□期限前解約条件付定期預金は、期限前解約応当日に
期限前解約となることがあります。

□このご案内の作成基準日以降に内容を変更された場合は
記載内容と相違することがあります。
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